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　近年，日本絵画史研究において，狩野派の
研究が深まる中，近世の江戸狩野派だけでな
く，京都で活躍した狩野派の画家達について
の研究も進められている。京都での狩野派は，
古くから狩野山楽の系譜の京狩野家の研究が
進んでいたが，近年は鶴沢探山の系譜の鶴沢
派の研究や展覧会が催されるようになった。
又，京都では京狩野や鶴沢派以外の狩野派の
画家達も活躍している。江戸時代中期以降百
花繚乱の如く咲いた京都画壇の画家達の多く
は京都の狩野の様式を学び，飛び立っていっ
たのである。今回，紹介を試みた作品は流派
や家系での作品ではなく，京都に在住する狩
野派の画家達の流派や家系を超えた合同の作
品である。
　今回，紹介するのは「扇面散図屛風」であ
る。この「扇面散図屛風」（六曲一隻）は岐
阜県高山市の高山別院（照蓮寺）に所蔵され
ている。現在はもう一隻の貼交屛風と組に
なって六曲一双の屛風として所蔵されている。
　この「扇面散図屛風」に関する伝来等の事
項については不詳である。この屛風に関する
高山別院の記録は寺院に残された明治28年の
『寺跡取調書』の“宝物”のところにみられ
る「色紙短冊貼交金屏風（加賀千代等の筆，
芭蕉書簡）一双」とあるのがこれにあたる。
色紙や短冊等を貼り交ぜた金屏風は高山別院
が所蔵していたものをまとめて，取調書が書
かれた明治28年以前に金屏風に仕立てられた
ようである。もう片双の屛風も扇面をまとめ
て「扇面散図屛風」に仕立て直して一組（六
曲一双）の屛風にしたものと思われる。
　今回紹介する「扇面散図屛風」は前述した

ごとく，金地の六曲屛風に一扇につき３枚づ
つ（一曲だけ２枚）扇面が貼られている。合
計で17面である。
　向かって左の上から
１．狩野永常筆　墨梅図　紙本墨画
２．堀　索道筆　若松図　紙本着色
３．藤井守猶筆　鷺に菖蒲図　紙本着色
４．藤井守猶筆　浜松図　紙本着色
５．狩野永常筆　月に杜鵑図　紙本墨画
６．堀　索道筆　泊船図　紙本墨画
７．鶴沢探索筆　燕図　紙本淡彩
８．狩野永常筆　牡丹に猫図　紙本淡彩
９．鶴沢探泉筆　柳に蝉図　紙本淡彩
10．鶴沢探泉筆　花木図　紙本着色
11．山本探川筆　寿老人図　紙本墨画
12．山本探川筆　芦雁図　紙本墨画
13．藤井守猶筆　月に槙図　紙本着色
14．堀　索道筆　秋草図　紙本着色
15．石田幽汀筆　旭に鶴図　紙本淡色
16．藤井守猶筆　寒山拾得図　紙本墨画
17．藤井守猶筆　雪景山水図　紙本墨画

以上である。
　それぞれ狩野永常が３面，堀索道が３面，
藤井守猶が５面，鶴沢探索が１面，鶴沢探泉
が２面，山本探川が２面，石田幽汀が１面描
いている。この内の堀索道筆の「若松図」と
藤井守猶筆の「鷺に菖蒲図」には裏面の墨書
が透けて見える。これは裏打ちの紙に墨書の
あるものを用いたか，もと何かに貼ってあっ
た下張りが付いていたのか等々考えられる。
又，この「扇面散図屛風」は７人の画家に
よって17面の扇面に描かれているが，この屛
風は後に仕立て直されていて，一人の画家の
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扇面を描いた数に不均衡があり，もとはもう
少し数があったように思われる。
　次に扇面を描いた画家について記すと，
○狩野永常（1731～1787）
	� 京狩野家の永良の養子で，京狩野家の第
七代である。京狩野家
○堀　索道（1739～不詳）
	� 鶴沢探索の門弟。明和４年（1769）法橋
叙任。鶴沢派
○鶴沢探索（1729～1797）
	� 鶴沢探鯨の子。鶴沢家三代である。明和
６年（1769）法橋叙任。鶴沢派
○山本探川（1721～1780）
	� 山本宗川の養子。山本家第五代である。
明和６年（1769）法橋叙任。山本派
○鶴沢探泉（生年不詳～1816）
	� 鶴沢探索の子。寛政４年（1792）法橋叙
任。寛政11年（1799）法眼叙任。鶴沢家
四代。鶴沢派
○石田幽汀（1721～1786）
	� 鶴沢探鯨を師とし，円山応挙の師である。
宝暦７年（1757）法橋叙任。安永６年
（1777）法眼叙任。鶴沢派
○�藤井守猶については署名には「守猶画」
とあり，「藤井」（白文方印）と読める印
章がある。ここでは，“藤井守猶”とす
る。この画家については不明であるが，
署名に「守」の字を用いていることから，
これらの扇面を描いた画家達の中で
「守」字を用いるのは鶴沢派の画家と山
本派の画家である。山本派の場合は家系
的画派であり，鶴沢派の場合は画派系譜
で，多くの門弟がいるので，「守猶」は
鶴沢派の画家ではないかと思われる。

　以上の画家達の所属の画派を見ると，京狩
野が１人。鶴沢派が５人。山本派が１人であ
る。この「扇面散図屛風」に貼られる前の扇
面の数は不明であり，一概に述べられないが，

鶴沢派が多い。それは京都における狩野画派
の中で，鶴沢派の画家達の占める割合いが多
いからであろう。京狩野家にしても，山本派
にしても，どちらかと言えば，家としての血
縁での家系的画派であるのに対して，鶴沢派
は画派の拡充を謀った画系的画派であったこ
とを示す。
　次に，これらの扇面画が何時頃制作された
かであるが，扇面を描いた画家達の生没と各
位の署名をもとに考えると，
狩野永常の署名は「狩野縫殿助筆」
1731～1787年の制作
石田幽汀の署名は「法橋幽汀筆」
1757～1777年の制作
山本探川の署名は「法眼探川筆」
1769～1780年の制作
鶴沢探索の署名は「法眼探索」
1769～1797年の制作
堀索道の署名は「法橋索道筆」
1769年以降
鶴沢探泉の署名は「守之画」
1790年以前

以上の各画家の扇面制作年代をまとめると，
明和６年（1769）～安永６年（1777）が想定
される。
　次に，この狩野派合同の作品である扇面画
の注文主であるが，現所蔵者である高山別院
は京都の東本願寺の別院である。他にも宮廷
の絵所預であった土佐光高筆の屛風も所蔵さ
れていることでもあり，この扇面画屛風（も
との形状は不明）は東本願寺の注文により描
かれ，後に高山別院に渡ってきたものと思わ
れる。この「扇面散図屛風」は京都の狩野派
の合同作品であり，各派の繋がりを示す一つ
の資料である。
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